
様式 １　公表されるべき事項

独立行政法人　空港周辺整備機構の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

　① 平成２２年度における役員報酬についての業績反映のさせ方

　② 役員報酬基準の改定内容

法人の長

理事長代理

理事

監事

　役員報酬は、国家公務員の給与水準を考慮するとともに、独立行政法人
評価委員会における業績評価の結果を勘案することとしている。
　また、勤勉手当については、役員給与規程に基づき、業績に応じ、増額
又は減額できることとしている。

俸給月額を引き下げ（946,000円→944,000円）
期末勤勉手当の支給割合の引き下げ（3.10→2.95）

俸給月額を引き下げ（869,000円→867,000円）
期末勤勉手当の支給割合の引き下げ（3.10→2.95）

俸給月額を引き下げ（783,000円→781,000円）
期末勤勉手当の支給割合の引き下げ（3.10→2.95）

俸給月額を引き下げ（708,000円→706,000円）
期末勤勉手当の支給割合の引き下げ（3 10→2 95）

監事（非常勤）

俸給月額を引き下げ（246,000円→245,000円）

２　役員の報酬等の支給状況

平成２２年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

16,968 11,344 4,347
1,134

142
（特別調整手当）

（通勤手当） ＊※
千円 千円 千円 千円

15,275 10,420 3,707
1,042

105
（特別調整手当）

（通勤手当）
千円 千円 千円 千円

13,725 9,388 3,340
939
58

（特別調整手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

14,521 9,388 3,597
939
597

（特別調整手当）
（通勤手当）

3月31日

千円 千円 千円 千円

13,973 9,388 3,597
939
49

（特別調整手当）
（通勤手当）

理事Ｃ

理事Ｂ

前職

期末勤勉手当の支給割合の引き下げ（3.10→2.95）

理事長

就任・退任の状況
役名

その他（内容）

理事長
代理

理事Ａ



千円 千円 千円 千円

12,740 8,488 3,252
849
151

（特別調整手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

2,948 2,948 － －
（　　　　）

注１：特別調整手当とは、民間における賃金、物価及び生活費が特に高い地域に在勤する役員に
　　　支給されているものである。
注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付している。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
      独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄としている。

３　役員の退職手当の支給状況（平成２２年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

2,343 2 3月31日 1.0

注１：「摘要」欄には、独立行政法人評価委員会による業績の評価等、退職手当支給額の決定に至った

事由を記入している。
注２：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付している。
　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後

独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄としている。

左記業績勘案率は暫定（1.0）であ
り、国土交通省独立行政法人評価
委員会が行う業績勘案率の決定後
にその精算を行う。

理事Ｂ

監事

監事
（非常勤）

法人での在職期間 摘　　要



Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　② 職員給与決定の基本方針
　ア 給与水準の決定に際しての考慮事項とその考え方

　イ 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方

〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕

　① 人件費管理の基本方針

給与種目
俸給

（昇格）

制度の内容

　一定期間を良好な成績で勤務した場合、４号俸上位の号俸に昇給させ
ることができる。

　勤務成績が良好であり、かつ昇格基準に達している場合、１級上位の級
に昇格させることができる。

賞与：勤勉手当
（査定分） 　職員の勤務成績等に応じて支給する。

俸給
（昇給）

 中期計画において、一般管理費について、業務の見直し及び簡素化を推進する

等、業務処理の方法を工夫し、効率化を図る事により、中期目標期間の最後の事業

年度において、前期中期目標期間の最終年度（平成１９年度）比で１５％以上に相当

する額を削減することとしている。 

 独立行政法人通則法第６３条に基づき、業務の実績を考慮し、かつ、社会一般の情

勢に適合したものとなるよう支給基準を定めている。その拠り所の一つが国家公務員の

給与水準であり、給与改定にあたっては、人事院勧告等を十分に考慮して決定してい

る。 

 人事評価制度に基づき、職務実績評価及び能力評価を実施している。その評価結

果を昇給、昇格及び勤勉手当の成績率の判定に反映させている。 

　ウ 平成２２年度における給与制度の主な改正点

２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

38 44.7 7,102 5,330 206 1,772
人 歳 千円 千円 千円 千円

37 44.3 7,210 5,399 210 1,811
人 歳 千円 千円 千円 千円

1 － － － － －

人 歳 千円 千円 千円 千円

3 32.5 2,142 1,888 120 254
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 32.5 2,142 1,888 120 254

注１：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。

注２：在外職員、任期付職員及び再任用職員については、該当者がないため表を省略した。

注３：常勤職員及び非常勤職員の表中の研究職種、医療職種及び教育職種については、該当者がないため欄を省略した。

注４：嘱託職員：当機構の用地補償事業に関する専門知識を有する職員。

注５：常勤職員のうち嘱託職員については、該当者が２人以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれがあることから

   人員以外は記載していない。

事務・技術

平成２２年度の年間給与額（平均）

非常勤職員

うち所定内

事務・技術

人員

常勤職員

平均年齢

嘱託職員

総額
区分 うち賞与

・俸給表の改正  平均改正率△０．１％（中高齢層に限定） 

・５５歳を超える管理職員の俸給等△１．５％ 

・期末勤勉手当の支給率の引き下げ（４．１５→３．９５） 



②

注１：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。

     平均給与額を示す点を表示していない。

     第１・３分位を表示していない。

（事務・技術職員）

四分位 四分位

第１分位 第３分位

年間給与の分布状況（事務・技術職員）〔常勤職員のみ。以下、⑤まで同じ。〕

平均平均年齢人員分布状況を示すグループ

注２：２４歳～２７歳、３６歳～３９歳は、２人以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれがあることから

注３：２４歳～２７歳、２８歳～３１歳、３６歳～３９歳、４０歳～４３歳、４８歳～５１歳、５２歳～５５歳は、４人以下のため
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人数 

平均給与額 

第３四分位 

第１四分位 

国の平均給

与額 

年間給与の分布状況（事務・技術職 人 
千円 

人 歳 千円 千円 千円

2 － － － －

6 56.0 9,302 9,427 9,610

10 47.1 7,282 7,529 7,488

13 40.3 4,800 6,089 7,265

6 31.5 3,809 4,417 5,240

    項目については記載していない。

③

区分 計 １級 ２級 ３級 ４級 ５級

標準的
な職位 部長 課長 課長代理 係長 係員

人 人 人 人 人 人

37 2 6 10 13 6
（割合） （5.4%） （16.2%） （27.0%） （35.1%） （16.2%）

歳 歳 歳 歳 歳

59～50 54～42 5７～30 44～25

千円 千円 千円 千円 千円

7,246～
6,381

6,586～
5,216

6,244～
3,148

4,267～
2,801

千円 千円 千円 千円 千円

9,858～
8,709

8,811～
7,091

8,420～
4,287

5,657～
3,647

    以下の項目については記載していない。

 職級別在職状況等（平成２３年４月１日現在）（事務・技術職員）

注：本部部長の該当者は２人以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれがあることから、人員以外の

注：１級の該当者は２人以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれがあることから、「年齢（最高～最低）」

本部課長

本部部長

本部課長補佐

本部係長

本部係員

所定内給
与年額(最
高～最低)

年齢（最高
～最低）

年間給与
額(最高～

最低)

人員



④

夏季（６月） 冬季（１２月） 計
％ ％ ％

61.5 64.5 63.0

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

38.5 35.5 37.0

％ ％ ％

         最高～最低 46.2～34.9 43.0～32.0 44.6～33.5

％ ％ ％

64.3 67.2 65.7

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

35.7 32.8 34.3

％ ％ ％

         最高～最低 39.2～34.1 35.5～31.1 37.3～32.7

⑤

106.6

101.2

すべての独立行政法人を一つの法人とみなした場合の給与水準）に置き換えた場合の給与水準を１００

賞与（平成２２年度）における査定部分の比率（事務・技術職員）

対他法人（事務・技術職員）

対国家公務員（行政職（一））

区分

として 法人が現に支給している給与費から算出される指数をいい 人事院において算出

注：　当法人の年齢別人員構成をウエイトに用い、当法人の給与を国の給与水準（「対他法人」においては、

職員と国家公務員及び他の独立行政法人との給与水準（年額）の比較指標（事務・技術職員)

一律支給分（期末相当）

一般
職員

管理
職員

一律支給分（期末相当）

給与水準の比較指標について参考となる事項

○事務・技術職員

地域勘案　　　　　　 １０９．０

参考 学歴勘案　　　　　　 １０６．３

地域・学歴勘案　　　１０８．６

・異動保障
　地域手当の異動保障を受けている者の割合は行政職俸給表（一）の適用
職員（4級地）10.6％※に対して、機構21．6％となっている。また異動保障を
受ける者全員が東京都特別区からの出向者であることから、対国家公務員
指数（特に地域勘案）を高くさせる結果となっている。
　※　「平成22年国家公務員給与等実態調査（人事院）」より算出　国に比べて給与水準が

　高くなっている定量的な
　理由

指数の状況

《参考》
　国家公務員における地域手当の支給割合（平成22年度）
　　・1級地（18％）：東京都特別区
　　・2級地（15％）：大阪市等
　　・3級地（12％）：名古屋市等
　　・4級地（10％）：空港周辺整備機構在地（池田市及び福岡市）等

内容

　　として、法人が現に支給している給与費から算出される指数をいい、人事院において算出

　当機構の職員給与は平成15年の独立行政法人化以降の取組により、国に
準じて支給しているところであるが、当機構の職員は本省からの出向者が多
いこと、またそれに伴い地域手当の異動保障を受けている者が多いことか
ら、上記指数の状況で見た給与水準については、国家公務員に比べ高く
なっている。

項目

対国家公務員　　１０６．６



【国からの財政支出について】
　支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　12.4％
　（国からの財政支出額　1,094,103千円/支出予算の総額　8,814,018千円：
平成22年度予算）
【検証結果】
　引き続き、「講ずる措置」欄にあるとおり、給与水準を適切なものとする。

　給与水準の適切性の
　検証

講ずる措置

■これまでに給与水準適正化のために講じた措置
・部及び課の統廃合により管理職割合を減少（平成15年10月の独立行政法
人移行時から実施
・55歳以上の昇給停止を実施（H18.4.1施行）
・課長代理級の管理職手当を完全廃止（H19.4.1施行）
・管理職手当を減額（H21.1.1施行）
・賞与に係る管理職加算率を引き下げ（H21.1.1施行）
・自宅に係る住居手当を廃止（H21.12.1施行）

【主務大臣の検証の結果】
　国に準じた給与体系となっているが、国家公務員の水準を上回っているた
め、下記講ずる措置を着実に実施することにより、引き続き改善を図る必要
がある。
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■平成22年度に講じた措置
　国家公務員の給与に係る改正に準じた俸給表の改正（平均改正率△
0.1％（中高齢層））、期末勤勉手当の支給率引き下げ（4.15→3.95）

【当機構における支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合】
　6.3％
　（給与・報酬等支給総額555,777千円／支出予算の総額8,814,018千円）

【当機構における管理職の割合（平成23年4月1日時点）】
　21.6％　（国における割合　18.4％※）
・管理職割合の改善の取組状況
　部及び課の統廃合による管理職割合の減少に取り組んできており、引き続
き改善を図っていく。
　※　「平成22年国家公務員給与等実態調査（人事院）」より算出

■今後の取組
　引き続き国に準じた取組を行い、当機構職員の給与水準を適切なものとす
る。
【平成２３年度に見込まれる対国家公務員指数】
　年齢勘案　１０６．５、年齢・地域・学歴勘案１０８．５

【当機構における大学卒業以上の高学歴者の割合（平成23年4月1日時点）】
　48.6％　（国における割合　51.6％※）
　※　「平成22年国家公務員給与等実態調査（人事院）」より算出

給与水準の比較指標に
ついて参考となるその他
の数値
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Ⅲ　総人件費について

当年度
（平成２２年

度）

前年度
（平成２１年

度）
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(A)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｂ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｃ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(D)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

△ 8,740

福利厚生費

（　94.0）

（　△18.5）

842,067 △ 95,333

89,285

（　△19.3）642,147

中期目標期間開始時（平成
２０年度）からの増△減

（　58.4）
退職手当支給額

給与、報酬等支給総額

比較増△減区　　分

（△13.5）△ 86,369

30,584

（　△11.3）

23,263

（　△33.8）

101,871 △ 12,586 （　△12.4）

38,543

（　△19.8）

58,184 △ 19,641

39,865

△ 132,707

△ 22,077

63,128

（　△15.1）

非常勤役職員等給与

746,734
最広義人件費

555,778

△ 132,940

○「給与、報酬等支給額総額」及び「最広義人件費」の増減要因   

  対前年度比 「給与、報酬等支給額総額」  △13.5％ 

                       「最広義人件費」 △11.3％ 

  減少の要因としては、更なる組織定員等の見直しを推進した結果、人員削減が図られたことが挙げられる。 

○「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律（平成１８年法律第４７号）」等による人

件費削減の取組み状況 

①総人件費については、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律（平成１８年法律

第４７号）等に基づく平成１８年度からの５年間で５％以上を基本とする削減について、引き続き着実に実施する

とともに、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００６」（平成１８年７月７日閣議決定）に基づき、人件費

総人件費改革の取組状況

基準年度
（平成17
年度）

平成18
年度

平成19
年度

平成20
年度

平成21
年度

平成22
年度

95 92 87 83 79 68

△3.2% △8.4% △12.6% △16.8% △28.4%

Ⅳ 法人が必要と認める事項

特になし

【主務大臣の検証結果】
「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」(平成18年法律第47
号）に基づき、国家公務員の定員の純減目標（今後５年間で５％以上の純減）を踏まえ、国家公
務員に準じて、平成２２年度において、平成１７年度の人員に比べ５％以上を基本とする削減を
行ったところ、当該法人においては既に達成済みであり、適正に取り組んでいる。

人員数
（人）

人員純減率
（％）

年　　　度

件費削減の取組み状況 

①総人件費については、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律（平成１８年法律

第４７号）等に基づく平成１８年度からの５年間で５％以上を基本とする削減について、引き続き着実に実施する

とともに、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００６」（平成１８年７月７日閣議決定）に基づき、人件費

改革の取組を２３年度まで継続するものとしている。 

②平成１９年度末（第１期中期目標期間最終年度）においては、平成１７年度末の常勤役職員９５人に対して、８７

人、削減率は８．４％となっており、平成２２年度までに達成すべき５％の削減率を上回っている。 

③平成２２年度においては、平成１７年度末の常勤役職員９５人に対して、６８人、削減率は２８．４％となっており、

平成２２年度までに達成すべき５％の削減率を上回っている。 

④今後も業務運営を効率化し、計画的に人員の抑制を図ることとする。 


